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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 内 で タ グ 番 号 が 付 与 さ れ た 電 子 タ グ を 入 場 者 に 発 行 す る タ グ 発 行
手 段 と 、
　 該 内 の 予 め 決 め た 場 所 に 配 置 さ れ 、 該 電 子 タ グ の タ グ 番 号 を 検 知 す る と 、 該 電 子 タ
グ を 所 持 し た 入 場 者 の 写 真 撮 影 を す る 撮 影 手 段 と 、
　 該 電 子 タ グ の タ グ 番 号 を 照 合 し て 、 写 真 の 引 換 券 を 提 供 す る チ ェ ッ ク ア ウ ト 手 段 と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 夫 々 の 前 記 撮 影 手 段 で 撮 影 し た 写 真 情 報 を 前 記 タ グ 番 号 毎 に フ ァ イ ル し て 格 納 す る デ ー
タ ベ ー ス を 備 え 、
　 該 デ ー タ ベ ー ス は 、 前 記 タ グ 番 号 を も と に ア ク セ ス 可 能 で あ っ て 、 前 記 入 場 者 に 前 記 撮
影 手 段 で 撮 影 さ れ た 写 真 を 提 供 で き る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ
ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 請 求 項 １ ま た は ２ の い ず れ か １ つ に お い て 、
　 前 記 タ グ 番 号 は 、 入 場 日 や 該 入 場 日 で の 入 場 順 序 な ど の 情 報 か ら な っ て 、 同 伴 者 の 前 記
電 子 タ グ に は 、 入 場 日 と 入 場 順 序 と が 等 し い タ グ 番 号 が 付 与 さ れ 、
　 前 記 電 子 タ グ は 、 前 記 タ グ 発 行 手 段 に よ り 、 前 記 タ グ 番 号 の ほ か に 、 前 記 の 前 記 撮
影 手 段 で 撮 影 さ れ る 写 真 の 受 け 取 り 方 法 ， 受 け 取 り 方 法 が 写 真 情 報 の 端 末 へ の ダ ウ ン ロ ー
ド で あ る と き の 電 子 メ ー ル の ア ド レ ス ， 受 け 取 り 方 法 が 持 ち 帰 り で あ る 場 合 の 写 真 受 取 人
の 氏 名 ， 受 け 取 り 方 法 が 郵 送 で あ る 場 合 の 写 真 受 取 人 の 住 所 と 氏 名 な ど の 付 加 情 報 が 書 き
込 ま れ て お り 、
　 前 記 チ ェ ッ ク ア ウ ト 手 段 が 、 該 付 加 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 撮 影 手 段 で 撮 影 し た 写 真 の 提
供 方 法 を 決 め る こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ の い ず れ か １ つ に お い て 、
　 前 記 の 出 口 ゲ ー ト に 、 前 記 電 子 タ グ を 所 持 し た 退 場 者 が 通 る と き 、 こ の 電 子 タ グ を
検 知 し て 警 告 音 を 発 生 す る 警 告 手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ
ム 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 電 子 タ グ を 、 そ の タ グ 番 号 を 付 与 し て 、 の 入 場 者 に 発 行 す る タ グ
発 行 手 段 と 、
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　 該 内 の ア ト ラ ク シ ョ ン 会 場 や レ ス ト ラ ン な ど の 利 用 設 備 に 対 し て 予 約 を す る た め の
予 約 手 段 と 、
　 該 入 場 者 の 該 か ら の 退 場 時 に 該 電 子 タ グ を 回 収 す る タ グ 回 収 手 段 と
　 を 該 内 に 適 宜 配 置 し 、
　 該 予 約 手 段 は 、 該 電 子 タ グ の タ グ 番 号 が 提 示 さ れ る こ と に よ り 、 該 各 利 用 設 備 で の 利 用
状 況 や 予 約 状 況 を 提 供 し 、 か つ 所 望 と す る 該 利 用 設 備 が 選 択 さ れ る こ と に よ っ て 該 タ グ 番
号 を 登 録 し 、 選 択 さ れ た 該 利 用 設 備 で の 予 約 を 登 録 し た 該 タ グ 番 号 に 対 す る 行 な う こ と を
特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 ５ に お い て 、
　 前 記 予 約 手 段 は 、 選 択 さ れ た 前 記 利 用 設 備 の 予 約 可 能 な 時 間 帯 を 提 示 す る こ と を 特 徴 と
す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 電 子 タ グ を 、 そ の タ グ 番 号 を 付 与 し て 、 の 入 場 者 に 発 行 し 、 同 伴
の 複 数 の 入 場 者 に 発 行 す る 該 電 子 タ グ に 同 一 タ グ 番 号 を 付 与 す る よ う に し た タ グ 発 行 手 段
と 、
　 該 電 子 タ グ の タ グ 番 号 を 読 み 取 っ て 、 読 み 取 っ た 該 タ グ 番 号 の 該 電 子 タ グ の 該 内 で
の 現 在 位 置 を 示 す 地 図 を 表 示 画 面 に 表 示 す る 位 置 検 索 手 段 と
　 を 該 内 に 適 宜 配 置 し 、
　 該 位 置 検 索 手 段 は 、 他 の 位 置 で 配 置 さ れ る 該 位 置 検 出 手 段 が 読 み 取 っ た タ グ 番 号 の 位 置
情 報 も 受 信 し 、 同 じ タ グ 番 号 の 複 数 の 電 子 タ グ の 現 在 位 置 を 該 表 示 画 面 で 表 示 さ れ る 同 じ
地 図 上 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 の 入 場 者 に タ グ 番 号 を 付 与 し た 電 子 タ グ を 発 行 し 、 該 電 子 タ グ に
よ っ て 該 で の サ ー ビ ス を 該 入 場 者 に 提 供 す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム に お い て 、
　 該 の 会 員 毎 に 体 験 し た ア ト ラ ク シ ョ ン や 未 体 験 の ア ト ラ ク シ ョ ン に 関 す る 情 報 を 来
歴 情 報 と し て 格 納 し た サ ー バ と 、
　 該 会 員 に よ る 外 部 端 末 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 該 サ ー バ に 格 納 さ れ た 該 会 員 に 該 当 す る 該
来 歴 情 報 を 該 外 部 端 末 に 提 供 す る 手 段 と
　 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 請 求 項 ８ に お い て 、
　 前 記 来 歴 情 報 は 、 前 記 会 員 に よ る 前 記 の 過 去 の 利 用 日 や 利 用 回 数 ， 利 用 し た 設 備 に
関 す る 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 の 入 場 者 に タ グ 番 号 を 付 与 し た 電 子 タ グ を 発 行 し 、 該 電 子 タ グ
に よ っ て 該 で の サ ー ビ ス を 該 入 場 者 に 提 供 す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム に お い て
、
　 外 部 端 末 か ら の 該 の 利 用 予 約 の 申 込 み に 際 し て の 該 ま で の 交 通 手 段 の 申 告 に 対
し 、 該 交 通 手 段 に 合 わ せ た 該 ま で の 経 路 を 示 す 地 図 情 報 を 該 外 部 端 末 に 提 供 す る 手 段
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 請 求 項 １ ０ に お い て 、
　 前 記 外 部 端 末 か ら の 前 記 の 利 用 予 約 の 申 込 み に 対 し 、 こ の 申 込 み を 行 な う 顧 客 に 発
行 す る 前 記 電 子 タ グ の タ グ 番 号 を 記 載 し た タ グ 引 換 券 を 発 行 す る 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴
と す る 娯 楽 施 設 の サ ー ビ ス シ ス テ ム 。
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